
政
令
第
百
三
十
二
号

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
農
林
水
産
省
関
係
規
定
の
施
行
等

に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十

号
）
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
、
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
百
十
三
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
、

第
百
十
六
条
第
一
項
、
第
百
十
七
条
第
一
項
、
第
百
十
八
条
か
ら
第
百
二
十
条
ま
で
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十

二
条
か
ら
第
百
二
十
六
条
ま
で
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
の
特
例
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百

九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

そ
の
主
要
な
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
東
日
本
大
震
災
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
浸
水
、
流
失
、
滅
失
、
損
壊
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
損
害
を
受
け
た
こ
と
の
証
明
を
市
町

村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
か
ら
受
け
た
者



二

そ
の
生
産
物
（
そ
の
加
工
品
を
含
む
。
）
に
係
る
売
上
げ
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
平
年
の
売
上
げ
に
比
し
て
相
当
程

度
減
少
し
た
こ
と
の
証
明
を
市
町
村
長
そ
の
他
相
当
な
機
関
か
ら
受
け
た
者

２

法
第
百
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
農
業
改
良
資
金
融
通
法
の
特
例
）

第
二
条

法
第
百
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
前
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
の
特
例
）

第
三
条

法
第
百
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号

及
び
第
三
号
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第

三
百
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
の
償
還
期
限
の
欄
中
「
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
八

年
」
と
、
「
十
八
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
一
年
」
と
、
「
二
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
三
年
」
と
、
「
五
年
」
と
あ
る



の
は
「
八
年
」
と
、
同
表
の
据
置
期
間
の
欄
中
「
七
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
」
と
、
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
」
と

す
る
。

（
農
業
信
用
保
証
保
険
法
の
特
例
）

第
四
条

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
の
特
例
）

第
五
条

法
第
百
十
三
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
三
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号

及
び
第
三
号
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

二
百
九
号
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
中
「
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
年
」
と
、
「
七
年
」
と

あ
る
の
は
「
十
年
」
と
、
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
」
と
、
「
二
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
三
年
」
と
、
「
十
年
」

と
あ
る
の
は
「
十
三
年
」
と
、
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
」
と
、
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
す
る
。



（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
の
特
例
）

第
六
条

法
第
百
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
（
同

法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
林
業
・
木
材

産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

項
中
「
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
三
年
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
」
と
す
る
。

４

法
第
百
十
四
条
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
都
道
府
県
貸
付
金
（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
第
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
貸
付
金
を
い
う
。
第
十
一
条
第
四
項
、
第
十
四
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
つ
い
て
の
同
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
七
年
」

と
す
る
。

（
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
の
特
例
）

第
七
条

法
第
百
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。



２

法
第
百
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
百

二
十
四
号
）
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
条
の
表
中
「
七
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年

」
と
、
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
四
年
」
と
、
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
「
七
年
」
と
、
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
」
と

、
「
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
三
年
」
と
、
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
」
と
、
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
、

同
令
第
三
条
の
表
中
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
」
と
、
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
」
と
、
「
七
年
」
と
あ
る
の
は

「
十
年
」
と
、
同
令
第
四
条
の
表
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
、
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
四
年
」
と
、
「
十
年

」
と
あ
る
の
は
「
十
三
年
」
と
、
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
」
と
す
る
。

（
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
特
例
）

第
八
条

法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置



法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
九
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
林
業
経
営
基
盤
の
強
化

等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
年
」
と
す
る
。

（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
特
例
）

第
九
条

法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
特
例
）

第
十
条

法
第
百
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。

２

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

七
年
法
律
第
二
号
）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
青
年
等
の
就
農
促
進
の

た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
二
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い



て
は
、
同
条
第
一
項
の
表
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
、
「
七
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
」
と
、
「
四
年
」

と
あ
る
の
は
「
七
年
」
と
、
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」

と
、
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
す
る
。

４

法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
都
道
府
県
の
貸
付
金
（
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
貸
付
金
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
同
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
二
十
一
年
（
十
年
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
年
（
十
三
年
」
と
、
「
十
三
年
（
六
年
」
と

あ
る
の
は
「
十
六
年
（
九
年
」
と
す
る
。

５

法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
国
の
貸
付
金
（
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
の
貸
付
金
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
青
年
等
の
就
農
促
進
の
た
め
の
資

金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
十
一
年
（
十
年

」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
四
年
（
十
三
年
」
と
す
る
。

（
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
十
一
条

法
第
百
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。



２

法
第
百
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
条
の

規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政
令
第
百

五
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
八
年
」
と
す
る
。

４

法
第
百
十
九
条
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
都
道
府
県
貸
付
金
に
つ
い
て
の
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
施
行
令
第

七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
十
六
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
九
年
」
と
す
る
。

（
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
十
二
条

法
第
百
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
特
例
）

第
十
三
条

法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号

）
別
表
第
一
第
八
号
の
下
欄
の
イ
か
ら
チ
ま
で
及
び
ツ
か
ら
ナ
ま
で
に
掲
げ
る
資
金
（
同
欄
の
ネ
及
び
ナ
に
掲
げ
る
も
の
に



あ
っ
て
は
、
農
業
又
は
塩
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
表
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
金
に

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
、
同
表
第
八
号
の
下
欄
の
リ
か
ら
ソ
ま
で
、
ネ
及
び
ナ
に
掲
げ
る

資
金
（
同
欄
の
ネ
及
び
ナ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
林
業
又
は
漁
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

は
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
十
四
条

法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

４

法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
中

小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
三
十
四

号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と



、
同
条
第
二
項
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
す
る
。

５

法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
都
道
府
県
貸
付
金
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連

携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
年
」
と
あ

る
の
は
、
「
九
年
」
と
す
る
。

６

法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携

に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
九
年
」
と

あ
る
の
は
「
十
二
年
」
と
、
「
三
年
」
と
あ
る
の
は
「
六
年
」
と
、
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
、
「
十
二
年
」
と

あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
す
る
。

（
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
十
五
条

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。



３

法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

４

法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
農
林
漁
業
有
機
物

資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
第

五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
年
」
と
す
る
。

５

法
第
百
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
十
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し

て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
中
「
九
年
」
と
あ
る
の
は
「
十

二
年
」
と
、
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
、
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
す
る
。

（
米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
十
六
条

法
第
百
二
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）



第
十
七
条

法
第
百
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律

第
三
十
六
号
）
第
十
二
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
三
号
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
二
年
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
五
年
」
と
す
る
。

（
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律

の
特
例
）

第
十
八
条

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

２

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

４

法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の



農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水

産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
五
号
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年

」
と
す
る
。

５

法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
に
係
る
都
道
府
県
貸
付
金
に
つ
い
て
の
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者

等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
九
年
」
と
す
る
。

６

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の

農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
九
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
年
」
と
、
「
三
年
」
と
あ

る
の
は
「
六
年
」
と
、
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
「
八
年
」
と
、
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
」
と
す
る
。



附

則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


